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特定の株主からの自己株式の取得に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、2023年９月 20日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨

時総会」といいます。）に、下記のとおり、「特定の株主からの自己株式取得の件」を付議すること

を決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

当社は、この度、筆頭株主である AI inside株式会社（以下、「AI inside社」といいます。）か

ら、AI inside社が保有する当社株式を売却する意向がある旨の連絡を受けました。 

当社株式が市場に放出されることの影響や、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政

策の遂行などを総合的に検討した結果、会社法第 156 条第１項及び第 160 条第１項の規定に基づき、

相対取引による自己株式の取得（以下、「本自己株式取得」といいます。）を行うこととし、本日、

AI inside 社との間において、本自己株式取得が本臨時総会で承認されること等を条件として、本

自己株式取得に関する株式譲渡契約を締結いたしました。 

１株当たりの取得価額につきましては、AI inside 社と協議の結果、以下「２．取得に係る事項

の内容 （５）株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法」に記載の方法に

て算出することとしております。 

 

２．取得に係る事項の内容 

（１）  取得する株式の種類 普通株式 

（２） 取得する株式の数 (i)1,771,100 株、又は(ii)６億円を本臨時総会の

日の前日における東京証券取引所スタンダード市

場における当社の株式の最終の価格（当該日に売

買取引がない場合又は当該日が東京証券取引所ス

タンダード市場の休業日に当たる場合にあって

は、その後最初になされた売買取引の成立価格）

で除することで算出される数の株式（但し、100

株未満は切り捨てるものとする。）の、いずれか

少ない数の株式とする。 

（３） 株式を取得するのと引換えに 

交付する金銭等の内容 

金銭とする。 

（４） 株式を取得するのと引換えに 

交付する金銭等の総額 

６億円を上限とする。 

（５） 株式１株を取得するのと引換

えに交付する金銭等の額の算

定方法 

本臨時総会の日の前日における東京証券取引所ス

タンダード市場における当社の株式の最終の価格

（当該日に売買取引がない場合又は当該日が東京

証券取引所スタンダード市場の休業日に当たる場

合にあっては、その後最初になされた売買取引の



成立価格） 

（６） 取得する相手方 AI inside株式会社 

（７） 取得期間 2023年９月 21日 

上記の内容については、本臨時総会において、「特定の株主からの自己株式取得の件」が承認

可決されることを条件といたします。   

取締役会決議で正式に取得株式数及び取得金額が決定しましたら別途適時開示をいたします。 

 

３．取引先の概要 

 

（１）  商号 AI inside株式会社 

（２） 所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目８番 12号 

（３） 代表者 代表取締役社長 CEO 渡久地 択 

（４） 事業内容 人工知能および関連する情報サービスの開発・提

供 

（５） 当社との関係 当社の筆頭株主であり資本業務提携契約を締結し

ております。 

 

当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2023年６月 30日） 

17,711個 

(1,771,100株) 
20.67% 第１位 

異動後 「２．取得に係る事項の内容 （２）取得する株式の数」により変

動します 

 

４．その他 

（１）取得予定の自己株式の処分方針 

自己株式の処分の方針は、現時点において決定しておりません。今後、 自己株式の処分の

方針が決定し、開示すべき事項が発生した場合には、改めて開示いたします。 

（２）本自己株式の取得価額の決定方法等 

 本自己株式の取得に当たって、株式 1株と引換えに交付する金銭等の額は、前記２．取得

に係る事 項の内容（５）に記載のとおりとし、会社法第 161条及び会社法施行規則第 30条

により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第 160条

第２項及び第３項による売主追加請求権は生じません。 

 

以上 


